
■景観法の概要■ 

 

・景観法は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な

景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の

策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、

景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観につい

ての総合的な法律です。 

 

 

 

・その他、景観法の詳細等はこちら（国土交通本省 HPへ） 

http://www.mlit.go.jp/toshi/keikanhou.html

